Ⅲ　応募申請書類
[bookmark: _Hlk218843912]※「１　共通の提出書類」に加え、「２　該当する分類ごとの提出書類」が必要となります。
[bookmark: _Hlk218843952]※用紙サイズはＡ４に統一し、フラットファイルに綴じて御提出ください。（ホチキス止めは不可）
[bookmark: _Hlk218843976]※ファイルの背表紙と表紙に「事業者名」を御記載ください。
※提出書類等の作成・送付に係る費用は補助対象外であり、応募者の方に御負担いただきます。申請書類等の返却はしませんので、必ず控えを保持してください。
※提出書類に不備がある場合は、審査の対象とならないことがありますので、御注意ください。
※提出書類に漏れがないかチェックを付したうえで応募申請書類とともに御提出ください。
※提出書類は全て支援機関（商工会議所・商工会）の確認を受けてから御提出ください。

	支援機関確認
	□
	下記の提出書類（内容を含めて）について、必ず商工会議所又は商工会の確認を受けてください
	商工会議所・商工会名
［　　　　　　　　　　　　］
連絡先電話番号
［　　　　　　　　　　　　］
担当者氏名
［　　　　　　　　　　　　］
担当者メールアドレス
［　　　　　　　　　　　　］



[bookmark: _Hlk218844415]１　共通の提出書類
※「★」が書かれている提出物に関しては、交付申請時には省略可（実績報告時に必要書類と併せて提出）
	対象
	
	提出物
	備考

	全員
	□
	「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金交付要望書」
	公募要領様式

	
	□
	「補助事業計画書」　※概況説明書＋詳細
	交付要領　別記様式３

	
	□
	見積書等
※原則、２者以上から取得すること
	・入手価格の妥当性を証明するもの
・ECサイトやHP作成、工事等の外注費、委託費については一式ではなく作業の内容が分かる見積書（内訳書）

	
	□
	県税納税証明書　
※県税に未納がない証明
	３カ月以内の発行のもの

	
	□
	★開業又は法人設立した事業について、営業等の許認可を受けたこと、届出等を行ったことを証する書類
	左記の書類が揃わない場合は、その旨を記載した書面






[bookmark: _Hlk218844467]２　該当する分類ごとの提出書類
	対象
	分類番号
	承継者
（申請者）
	被承継者

	新規開業者
※事業承継する事業について、開業又は法人設立する（した）者
	①
	個人
	個人

	
	
	個人
	法人

	
	②
	法人
	個人

	
	
	法人
	法人

	上記以外
	③
	個人
	個人

	
	
	個人
	法人

	
	④
	法人
	個人

	
	
	法人
	法人






※「★」が書かれている提出物に関しては、交付申請時には省略可（実績報告時に必要書類と併せて提出）
	対象
	
	提出物
	備考

	分類番号①
	□
	【承継者について】
★事業譲渡契約書又は株式譲渡契約書の写し
※クロージング日が別途定められている場合にはそれが判る資料も追加
	今後契約する場合はその旨を記載した書類（当該契約書写しは実績報告時に提出）


	
	□
	【承継者について】
★事業譲渡契約書に基づく契約金額が支払われたことを証する書類（領収書等）
	左記の書類が揃わない場合は、その旨を記載した書面

	
	□
	【承継者について】
（個人）住民票
	（個人）申請月発行のもの

	
	□
	【承継者について】
直近２期分の確定申告書Ｂ（第一表、第二表）と所得税青色申告決算書（１～４面）又は収支内訳書
※直近２か年で１期分の確定申告しか行っていない場合は、当該１期分の確定申告
	左記の書類が揃わない、かつ、開業前の者は、その旨を記載した書面

	
	□
	【承継者について】
★開業届の控えの写し
	

	
	□
	【被承継者について】
（個人）住民票
（法人）履歴事項全部証明書
	（個人）申請月発行のもの
（法人）３カ月以内発行のもの
※登記を閉鎖済の場合、不要

	
	□
	【被承継者について】
承継前の経営が反映された確定申告書控えの写し
（個人）確定申告書Ｂ第一表・第二表、所得税青色申告決算書（１～４面）
（法人）確定申告書別表第一、別表第二、別表四、貸借対照表、損益計算書
	承継前の経営が反映された年度のもの

	
	□
	【被承継者について】
★（個人）廃業届の控えの写し
★（法人）閉鎖事項全部証明書
	法人の一部承継の場合は、閉鎖事項全部証明書の省略可


○確定申告書、開業届及び廃業届については、税務署が受け付けたことが分かるものを提出することを原則とするが、令和７年（２０２５年）１月から、税務署が申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしたため、それ以降に書面申告等を提出している場合においては、提出日の確認できるもの（提出日の記載のあるもの）を提出してください。
○被承継者についての各書類については、過去実施した「熊本県リボーン企業創出支援事業補助金」及び「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金（後継ぎ応援事業補助金）」において既に同一の書類を提出している場合は省略可。




※「★」が書かれている提出物に関しては、交付申請時には省略可（実績報告時に必要書類と併せて提出）
	対象
	
	提出物
	備考

	分類番号②
	□
	【承継者について】
★事業譲渡契約書又は株式譲渡契約書の写し
※クロージング日が別途定められている場合にはそれが判る資料も追加
	今後契約する場合はその旨を記載した書類（当該契約書写しは実績報告時に提出）

	
	□
	【承継者について】
★事業譲渡契約書に基づく契約金額が支払われたことを証する書類（領収書等）
	左記の書類が揃わない場合は、その旨を記載した書面

	
	□
	【承継者について】
（法人）履歴事項全部証明書
	（法人）３カ月以内発行のもの

	
	□
	【承継者について】
直近２期分の確定申告の基となる決算書（貸借対照表・損益計算書）
※直近２か年で１期分の確定申告しか行っていない場合は、当該１期分の確定申告
	左記の書類が揃わない、かつ、開業前の者は、その旨を記載した書面


	
	□
	【被承継者について】
（個人）住民票
（法人）履歴事項全部証明書
	（個人）申請月発行のもの
（法人）３カ月以内発行のもの
※登記を閉鎖済の場合、不要

	
	□
	【被承継者について】
承継前の経営が反映された確定申告書控えの写し
（個人）確定申告書Ｂ第一表・第二表、所得税青色申告決算書（１～４面）
（法人）確定申告書別表第一、別表第二、別表四、貸借対照表、損益計算書
	承継前の経営が反映された年度のもの

	
	□
	【被承継者について】
★（個人）廃業届の控えの写し
★（法人）閉鎖事項全部証明書
	法人の一部承継の場合は、閉鎖事項全部証明書の省略可


○確定申告書、開業届及び廃業届については、税務署が受け付けたことが分かるものを提出することを原則とするが、令和７年（２０２５年）１月から、税務署が申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしたため、それ以降に書面申告等を提出している場合においては、提出日の確認できるもの（提出日の記載のあるもの）を提出してください。
○被承継者についての各書類については、過去実施した「熊本県リボーン企業創出支援事業補助金」及び「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金（後継ぎ応援事業補助金）」において既に同一の書類を提出している場合は省略可。




※「★」が書かれている提出物に関しては、交付申請時には省略可（実績報告時に必要書類と併せて提出）
	対象
	
	提出物
	備考

	分類番号③
	□
	【承継者について】
★事業譲渡契約書又は株式譲渡契約書の写し
※クロージング日が別途定められている場合にはそれが判る資料も追加
	今後契約する場合はその旨を記載した書類（当該契約書写しは実績報告時に提出）

	
	□
	【承継者について】
★事業譲渡契約書に基づく契約金額が支払われたことを証する書類（領収書等）
	左記の書類が揃わない場合は、その旨を記載した書面

	
	□
	【承継者について】
（個人）住民票
★承継した事業について、開業したことを客観的に証明できる書類（チラシの写し等）
	

	
	□
	【承継者について】
直近２期分の確定申告書Ｂ（第一表、第二表）と所得税青色申告決算書（１～４面）又は収支内訳書
	

	
	□
	【被承継者について】
（個人）住民票
（法人）履歴事項全部証明書
	（個人）申請月発行のもの
（法人）３カ月以内発行のもの
※登記を閉鎖済の場合、不要

	
	□
	【被承継者について】
承継前の経営が反映された確定申告書控えの写し
（個人）確定申告書Ｂ第一表・第二表、所得税青色申告決算書（１～４面）
（法人）確定申告書別表第一、別表第二、別表四、貸借対照表、損益計算書
	承継前の経営が反映された年度のもの

	
	□
	【被承継者について】
★（個人）廃業届の控えの写し
★（法人）閉鎖事項全部証明書
	法人の一部承継の場合は、閉鎖事項全部証明書の省略可


○確定申告書、開業届及び廃業届については、税務署が受け付けたことが分かるものを提出することを原則とするが、令和７年（２０２５年）１月から、税務署が申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしたため、それ以降に書面申告等を提出している場合においては、提出日の確認できるもの（提出日の記載のあるもの）を提出してください。
○被承継者についての各書類については、過去実施した「熊本県リボーン企業創出支援事業補助金」及び「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金（後継ぎ応援事業補助金）」において既に同一の書類を提出している場合は省略可。


※「★」が書かれている提出物に関しては、交付申請時には省略可（実績報告時に必要書類と併せて提出）
	対象
	
	提出物
	備考

	分類番号④
	□
	【承継者について】
★事業譲渡契約書又は株式譲渡契約書の写し
※クロージング日が別途定められている場合にはそれが判る資料も追加
	今後契約する場合はその旨を記載した書類（当該契約書写しは実績報告時に提出）

	
	□
	【承継者について】
★事業譲渡契約書に基づく契約金額が支払われたことを証する書類（領収書等）
	左記の書類が揃わない場合は、その旨を記載した書面

	
	□
	【承継者について】
（法人）履歴事項全部証明書
★承継した事業について、開業したことを客観的に証明できる書類（チラシの写し等）
	

	
	□
	【承継者について】
直近２期分の確定申告の基となる決算書（貸借対照表・損益計算書）
	

	
	□
	【被承継者について】
（個人）住民票
（法人）履歴事項全部証明書
	（個人）申請月発行のもの
（法人）３カ月以内発行のもの
※登記を閉鎖済の場合、不要

	
	□
	【被承継者について】
承継前の経営が反映された確定申告書控えの写し
（個人）確定申告書Ｂ第一表・第二表、所得税青色申告決算書（１～４面）
（法人）確定申告書別表第一、別表第二、別表四、貸借対照表、損益計算書
	承継前の経営が反映された年度のもの

	
	□
	【被承継者について】
★（個人）廃業届の控えの写し
★（法人）閉鎖事項全部証明書
	法人の一部承継の場合は、閉鎖事項全部証明書の省略可


○確定申告書、開業届及び廃業届については、税務署が受け付けたことが分かるものを提出することを原則とするが、令和７年（２０２５年）１月から、税務署が申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしたため、それ以降に書面申告等を提出している場合においては、提出日の確認できるもの（提出日の記載のあるもの）を提出してください。
○被承継者についての各書類については、過去実施した「熊本県リボーン企業創出支援事業補助金」及び「熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金（後継ぎ応援事業補助金）」において既に同一の書類を提出している場合は省略可。





Ⅳ　公募要領様式

年　月　日
熊本県知事　　　　　　様

郵便番号
住　　所
屋号又は名称
フリガナ
代表者の役職・氏名　　　   　　　　　　
電話番号
熊本県事業承継・後継ぎ支援事業補助金（後継ぎ応援枠）交付要望書

　標記補助金の交付を受けたいので、公募要領に定める要件及び注意事項等に全て了解したうえで、下記１及び２の書類を添えて要望します。
また、補助事業計画書等の記載内容は真正であり、かつ、当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、標記補助金の交付を受ける者として、下記３に定める不適格な者のいずれにも該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記
１　補助事業計画書（交付要領別記様式３）
２　添付書類
公募要領に定める申請書類
３　標記補助金の交付を受ける者として不適格な者
1. 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である。
1. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
1. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
1. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している。
